
イオンエンターテイメント  シアターレンタル及びスペースレンタル  ご利⽤規約 

 

第1条 (目的) 

このイオンエンターテイメント  シアターレンタル及びスペースレンタル  ご利⽤規約（以下、「本

規約」といいます。）は、イオンエンターテイメント株式会社（以下、「当社」といいます。）が運営

する、劇場の施設・設備のレンタルの利⽤に関して定めることを目的とします。 

 

第2条 （定義） 

1. 劇場とは、当社が運営をする映画館をいいます。  

2. シアターとは、劇場内の各スクリーンをいいます。 

3. シアターレンタルとは、本規約に基づく、シアターのレンタルをいいます。 

4. スペースレンタルとは、本規約に基づく、営業時間外のシアター内及びロビー等シアター外ス

ペースのレンタルをいいます。 

5. シアターレンタル及びスペースレンタルを個別に⼜は総称して、本レンタルといいます。 

6. お客さまとは、本レンタルのご利⽤を希望される、⼜は、これをご利⽤される個⼈、法⼈また

は団体をいいます。 

 

第3条 （申込方法） 

1. 本レンタルのご利⽤を検討される場合には、お客さまは、⼗分な準備期間を⾒積もって（第 

2 項に定める当社におけるご利⽤審査及び第 4 項に定める申込書の提出期限に鑑み、ご利⽤

希望⽇の 5 週間以上前のお問合せを推奨します）までに当社所定のフォームを⽤いて、お問

合せ下さい。このお問合せをもって、お客さまは本規約にご同意頂いたものとします。本規

約にご同意頂けないお客さまは、本レンタルをご利⽤いただけません。 

2. 当社は、お客さまから前項のお問合せをいただいてから約 1 週間でレンタルの可否について

回答いたします。当該回答に先立ち、当社はお客さまに対し、ご利⽤目的、その他ご利⽤の

詳細についてご質問させて頂く場合があり、ご回答に時間を要する場合があります。 

3. 当社は、レンタル可能の場合、当社の担当者（以下、「当社担当者」といいます。）より申込書

の書式をお客さまにお送り致します。 

4. 申込書の書式を受領されたお客さまは、速やかに、申込書へ必要事項をご記⼊、押印のうえ、

郵送、ファックス、またはメール等を⽤いて、本レンタルのご利⽤を当社担当者へお申し込

み下さい。当社が認めたご利⽤⽇の 4 週間前までに申込書のご提出がないお客さまは、本レ

ンタルをご利⽤頂けません。 

 

第4条 （ご利⽤条件） 

1. お客さまは、お問合せ及びお申込の際にご利⽤目的を正確かつ具体的にご記⼊下さい。 

2. ご利⽤当⽇時点で当社において劇場公開中である映画の団体鑑賞や貸切り上映会は、シアタ

ーレンタルの対象外となります。これらの団体鑑賞や貸切り上映会をご希望される場合には、

劇場へ別途お問合わせ下さい。 

3. お客さまは、持込により、各種媒体に記録された⼜はその他の方法にて受信する映像、⾳楽、



ゲームソフト、その他のソフトウェア等（以下「映像等」といいます。）を使⽤する場合、映

像等の使⽤が第三者の著作権その他いかなる権利も侵害しないこと、及び関係法令に違反し

ないことを保証・確約して頂きます。 

4. お申込みに際して、映像等の使⽤に必要な権利者等の許諾・合意等が得られていない場合は、

ご利⽤をお断りいたします。 

5. シアターレンタルは、営利目的や業として⼊場券や受講料、会費などを徴収して利⽤する場

合でもご利⽤いただけます。 

6. 撮影などでシアター以外のスペースのレンタルが必要な場合は、別途スペースレンタルの料

⾦が必要となります。ロビープロモーション（ディスプレイやタッチ＆トライ）のご利⽤に

関しては、スペースレンタル料⾦は適⽤されません。 

7. お客さまが本レンタルご利⽤の上で実施するイベント等の活動については、お客さまは単独

でこれを運営し、責任を負っていただきます。従いまして、イベント等の会場として劇場の

告知等を行う場合を除き、イベント等の開催・運営等に当社が関与しているかのような告知

等は⼀切できません。 

8. 前項の内容は、ブログ、フェイスブック、ツイッター、ライン、インスタグラムを含むソーシ

ャルメディアやユーチューブなどその他動画投稿サイトにおいて、イベント等の募集活動や

告知活動を行う場合も同様とします。 

9. お客さまは、法⼈利⽤⼜は個⼈利⽤を問わず、本レンタルをご利⽤の上で行う活動内容につ

いて、劇場内諸規則の他、当社が別途定める条件を遵守していただきます。また、お客さま

は、来場者にも劇場内諸規則及び当社が別途定める条件を遵守させるものとします。 

 

第5条 （レンタル料⾦） 

1. 本レンタルのご利⽤については、別紙料⾦表に定める料⾦（以下「料⾦」といいます。）が適

⽤されます。消費税は、別途ご請求します。 

別紙： https://www.aeoncinema.com/company/publicity/pdf/AE_TR_price.pdf 

 

2. シアターレンタルの料⾦に関しては、ご利⽤⽇に応じて、以下に定める４パターンのいずれ

かが適⽤となります。以下の各パターンで指定する⼀座席の単価（2 時間）にご利⽤になる

シアターの座席数を乗じた⾦額が、シアターレンタルの基本料⾦（8 時から 24 時までの時

間帯における 2 時間利⽤）となります。 

(1) ノンホリデー期間平⽇ 

(2) ノンホリデー期間⼟⽇祝⽇ 

(3) ホリデー期間平⽇ 

(4) ホリデー期間⼟⽇祝⽇ 

3. 前項のホリデー期間とは、当社が別途定める、年末年始期間、春休み期間、G.W.期間、夏休

み期間をいいます。 

4. スペースレンタルの料⾦は、ご利⽤時間に応じて以下に定めるパターンが適⽤となります。 

(1) 営業時間内（8 時から 24 時まで） 

(2) 営業時間外  (24 時から翌⽇８時まで) 

https://www.aeoncinema.com/company/publicity/pdf/AE_TR_price.pdf


 

第6条 （シアターレンタルの基本料⾦及び基本料⾦に含まれるサービス） 

1. シアターレンタルの最低レンタル時間単位は 2 時間です。2 時間未満のご利⽤であっても、

2 時間分の料⾦を申し受けます。レンタル時間は、シアターにおけるイベント等の活動の他、

シアター内への搬⼊、設置、リハーサル、⼊退場、シアターからの搬出及びシアターの原状

復帰等、シアター利⽤に関する⼀切の時間をすべて含めて算出します。 

2. 基本料⾦には、以下の内容が含まれております。  

(1) デジタルプロジェクター使⽤料 

(2) スクリーン使⽤料 

(3) マイク（1 本） 

(4) 受付⽤テーブル（1 台） 

(5) パイプ椅⼦（2 脚） 

(6) ポスターグリップ（1 台） 

(7) イーゼル（１台） 

(8) 光熱費 

 

第7条 （シアターレンタルの追加料⾦等） 

1. シアターレンタルのレンタル時間が 2 時間を超える場合には、１時間ごとに基本料⾦の 50％

相当額の追加料⾦をいただきます。1 時間未満の超過であっても、１時間分の追加料⾦を申し

受けます。 

2. シアターレンタルのご利⽤時間が 24 時〜翌⽇8 時の時間帯の場合には、深夜営業の対応と

なるため、シアターレンタル料⾦に代えて、スペースレンタル営業時間外料⾦及び所定の警

備費が適⽤され、第 8 条の定めが準⽤されます。 

3. ご利⽤当⽇の使⽤時間延⻑はできません。万⼀、お客さまの都合で時間が超過した場合、30

分超過ごとに基本料⾦と同額の違約⾦をいただきます。30 分未満の超過であっても、同額の

違約⾦を申し受けます。 

4. イベントの進行及び各種演出に伴う各種操作は、ご利⽤料⾦に含まれておりません。また、

イベントの性質上、連続的な操作が必要な場合には別途費⽤が発⽣します。詳細は、別途当

社にお問い合わせください。 

 

第8条 （スペースレンタルの追加料⾦等） 

1. スペースレンタルのレンタル時間が 2 時間を超える場合には、１時間ごとに基本料⾦の

50％相当額の追加料⾦をいただきます。１時間未満の超過であっても、１時間分の追加料⾦

を申し受けます。  

2. スペースレンタルのご利⽤時間が 24 時〜翌⽇８時の時間帯の場合には、スペースレンタル

営業時間外料⾦の他、所定の警備費が適⽤されます。  

3. ご利⽤当⽇の使⽤時間延⻑はできません。万⼀、お客さまの都合で時間が超過した場合、30

分超過ごとに基本料⾦と同額の違約⾦をいただきます。30 分未満の超過であっても、同額の

違約⾦を申し受けます。  



4. イベントの進行及び各種演出に伴う各種操作は、ご利⽤料⾦に含まれておりません。また、

イベントの性質上、連続的な操作が必要な場合には別途費⽤が発⽣します。詳細は、別途当

社にお問い合わせください。  

 

第9条 （オプション料⾦） 

本規約に記載の無い備品、サービス等に関しましては事前にお問い合わせ下さい。なお、当社が⼿

配の代行を行う場合は、実費の他に代行⼿数料をいただきます。また、当社にて対応しかねる備品、

サービス等もございますことを予めご了承ください。  

 

第10条 （料⾦等の支払い） 

1. 個⼈利⽤の場合の料⾦は、ご利⽤⽇の２週間前までに全額前払いして頂きます。  

2. 法⼈利⽤の場合の料⾦は、当⽉末締めの翌⽉25⽇払いを原則としますが、当社における審査

により、全額前払い⼜はご利⽤のお断りとなる場合がありますので、予めご了承ください。  

 

第11条 （ご利⽤の制限、取消し） 

1. お客さま⼜はお客さまによるご利⽤が以下のいずれかにあたると当社が判断する場合には、

申込受領後でもお客さまのご利⽤をお断りします。この場合、第 13 条のキャンセル料を申

し受けます。また、ご利⽤の制限、取消しによりお客さまが被る⼀切の損害について、当社

は⼀切責任を負いかねますので、予めご了承ください。  

(1) 法令の規定、公の秩序若しくは善良の⾵俗に反する行為をする恐れがあるとき  

(2) 申込書の記載事項と異なる内容で利⽤する恐れがあるとき、または持込映像等の権利処

理の完了が確認できないとき  

(3) 劇場、ショッピングセンターの管理・運営上、支障を及ぼす恐れがあるとき  

(4) 宗教団体・思想団体・政治団体またはこれに類する団体の利⽤に該当するとき、または、

宗教活動（布教、勧誘活動を含む）、思想活動、政治活動をなす恐れがあるとき  

(5) 反社会的勢⼒、⼜は、活動・業務内容が不明確な主体が主催、共催⼜は後援などを行う

とき  

(6) 劇場の管理・運営上、支障を及ぼす⼜は不適切であるとき  

2. 法⼈利⽤⼜は個⼈利⽤を問わず、前項に該当すると当社が判断した場合には、当該お客さま

及びその関連当事者については、期間を定めず今後⼀切の本レンタルのご利⽤をお断り致し

ます。  

第12条 （予約の変更、キャンセル） 

1. ご利⽤当⽇を含む 14⽇前以降は⽇程変更が出来ません。ご利⽤当⽇を含む 14⽇前以降のキ

ャンセルは、本規約に定めるキャンセル料が発⽣いたします。  

2. お客さまが⽇程変更する場合、変更後の⽇程の確定も本規約の申込期限に準じます。 

 

第13条 （キャンセル料⾦） 

お客さまがキャンセルをする場合には、当社は、以下に定める⾦額をお客さまから申し受けます。  

(1) ご利⽤当⽇を含む 14⽇前から 4⽇前まで 50％ 



(2) ご利⽤当⽇を含む３⽇前からご利⽤当⽇まで 100％  

 

第14条 （ご利⽤についての注意事項） 

1. ご利⽤当⽇の各種準備、搬⼊・搬出、受付等はレンタル時間に含まれます。  

2. 劇場における事前の設備・機器類の動作テストやリハーサル等のご希望については、当社が

申込書を受領した後の対応とさせていただきます。なお、別途料⾦が発⽣する場合がござい

ます。  

3. 併設のショッピングセンター及び映画館営業中は、搬⼊や搬出作業ができない時間帯がござ

います。事前にご連絡下さい。  

4. お客さまは、利⽤終了後、直ちに利⽤シアター内および利⽤スペースの施設、設備を原状に

回復し、劇場係員の点検を受けて頂きます。  

5. お客さま及び来場者が有料駐⾞場をご利⽤の場合、駐⾞場料⾦はお客さま及び来場者の⾃⼰

負担となります。  

6. 本規約に基づく本レンタルを利⽤できる権利については、第三者に譲渡・転貸はできません。  

7. 本規約に記載の無い事項については、申込書に必ずご要望・確認事項としてご記載の上、レ

ンタルの可否およびレンタル料⾦の確認をお願いいたします。  

8. ⽕災・爆発・その他の危険物の持ち込みは、お断りさせていただきます。また、⽕気の使⽤に

ついてもご遠慮下さい。  

9. シアター内は全館禁煙となっております。喫煙の際は、所定の場所でお願い致します。 

10. お客さま⼜はお客さまに起因する来場者が劇場内の施設、設備⼜は器物等を毀損、汚損⼜は

減失したときは、お客さま及び劇場係員双方立会いのもとで、その状況を確認し、これによ

って当社⼜は他の劇場利⽤者等に損害が⽣じた場合、その損害をお客さまにご負担頂きます。  

11. お客さまの本レンタルのご利⽤に関連して、当社が損害、損失、費⽤等を被ったときは、お

客さまは当社に対し、当該損害、損失、費⽤等を賠償、補填⼜は補償します。  

 

第15条 （反社会的勢⼒の排除） 

1. お客さまは当社に対し、以下の事項を表明し、これを確約します。 

(1) ⾃⼰⼜は⾃⼰の代表者、役員、若しくは実質的に経営を支配する者が、ご利⽤申込み時

及び将来にわたって、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった時から５年を経過しな

い者、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴⼒

集団等の反社会的勢⼒に該当しないこと。  

(2) ⾃⼰⼜は第三者を利⽤して、相⼿方に対して暴⼒的行為、詐術・脅迫的行為、業務妨害

行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、その他これらに準ずる行為を行わないこと。 

2. 当社は、お客さまが前項のいずれかに反することが判明した場合、お客さまに対して催告等

何らの⼿続きを要せず、直ちにご利⽤をお断りします。  

3. 当社は、前項に基づく解除により解除されたお客さまに損害が⽣じても、名目の如何を問わ

ず⼀切の義務および責任を負わないものとする。なお、かかる解除に伴い当社に損害が発⽣

した場合には、違反したお客さまはこれを賠償するものとします。  

 



第16条 （免責） 

1. 当社は、お客さまがご利⽤になる本レンタルに関し、完全性、正確性、確実性、有⽤性等を保証

するものではありません。当社は、お客さまが本レンタルの不完全、不正確であったこと等に

より⽣じたいかなる損害についても、⼀切責任を負わないものとします。  

2. 本レンタルの利⽤及びサービス情報の閲覧は、お客さまの責任で行うものとします。本レンタ

ルの利⽤に関連してお客さま⼜は第三者が損害を被った場合であっても、当社はいかなる責任

も負いません。  

3. 当社は、以下の各号に定める事由に起因してお客さま⼜は第三者（お客さまに起因する来場者

を含む）に⽣じた損害については、⼀切責任を負いません。  

(1) 通信回線の混雑若しくは故障⼜は停電等  

(2) 当社⼜は当社の委託先が管理するシステム以外のコンピューターシステムに⽣じた障害  

(3) 天災地変（地震、台⾵、⽔害、落雷等の災害を含みますが、これらに限りません）、感染症

の流行、テロリズム、政府⼜は地方公共団体等による命令若しくは強制等、その他の不可

抗⼒に起因して、劇場の営業⾃体が困難となり、⼜は劇場運営上の重⼤な支障が⽣じたこ

とにより、シアターレンタルの実施が困難と当社が判断し、利⽤予定⽇の利⽤が不可能な

事態が⽣じた場合  

(4) ⽕災、停電、盗難、その他の事故で、お客さま、出演者、参加者、来場者などに事故が⽣じ

た場合  

(5) お客さまからお預かりしたデータ等の破損 

(6) 本規約に違反するお客さまの行為 

4. 本レンタルの利⽤に関連してお客さま⼜は第三者（お客さまに起因する来場者を含む）が損害

を被った場合であっても、当社の責めに帰すべき事由に基づく場合を除き、当社は⼀切の責任

を負ないものとします。なお、当社がお客さま及び第三者に対して損害賠償責任を負う場合に

は、その賠償額は本規約に基づく対象となるサービスの料⾦を上限とします。  

 

第17条 （準拠法） 

本規約は、⽇本法に準拠することとし、同法に基づいて解釈されるものとします。  

第18条 （専属的合意管轄） 

当社及びお客さまは、如何なる場合にも誠意ある対応を行うものとし、これにて解決できない問題

については、東京地方裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。  

 

（附則）  

1. 本規約に関しては、2019 年 12 ⽉ 20 ⽇から実施するものとします。 

 

2020 年 8 ⽉ 24 ⽇  改訂 

2022 年 8 ⽉ 17 ⽇ 改訂 


